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１ 報告書の概要 

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」（通称「クリーンウッド法」）が

2016 年 5 月 20 日に公布され、2017 年 5 月 20 日に施行された。 

本法に基づき、木材関連事業者による合法性の確認等の取組を一層推進するためには、

木材関連事業者が効率的に合法性の確認等の取組が実施できるよう、生産国における木

材の流通や関連法令に関する国からの情報提供を緊急に充実させる必要がある。 

本報告書は、「クリーンウッド」利用推進事業のうち生産国における現地情報の収集（熱

帯地域）事業の実施結果について以下のとおり報告する。 

第 2 章で本事業の概要について説明し、第 3 章で「クリーンウッド法」の概要を示す。

本事業の対象国（フィリピン、タイ、ブラジル、エクアドル、ラオス）における調査結

果は、第 4 章で取りまとめる。第 5 章では、対象国での調査を効果的、効率的に行うた

めに実施した国内調査について報告する。第 6 章で、本事業において実施した 3 回の調

査委員会について取りまとめ、第 7 章では、平成 31 年 3 月 8 日に開催した事業者向け

報告会について報告する。 

なお、別冊に対象国での調査を実施したコンサルタント（表 1-1-2 参照）が提出した各

国報告書（英語）（フィリピン、タイ、ブラジル、エクアドル、ラオス）を掲載する。 
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１ 森林セクターの概要 

本項では、ブラジル連邦共和国（以下、ブラジル）における森林の植生分類、土地利用、

土地所有タイプ、および森林認証の状況について述べる。 

 

１．１ 森林資源 

ブラジルは、4 億 8,580 万ヘクタールの天然林と 784 万ヘクタールの植林地を有する。

ブラジルの天然林は、アマゾン（アマゾニア Amazônia）、カアチンガ（Caatinga）、

サバンナ（セラード：Cerrado）、大西洋岸森林（Mata Atlântica）、パンパ（Pampa）、

および湿地（パンタナル：Pantanal）の 6 種類の生物群系に分類される。このうち、ア

マゾン、カアチンガ、サバンナの生物群系はブラジルの森林面積の 93%を占める。図 1

にて生物群系の分布を、表 1 にて各生物群系の面積を示す。 

 

図 1 ブラジルの生物群系分布図 
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表 1 生物群系別森林面積（2015 年） 

生物群区分 面積（ヘクタール） 全体に占める割合（%） 
アマゾン 342.027.340 70.4 

カアチンガ 40.582.671 8.3 
サバンナ 69.235.988 14.3 

大西洋岸森林 21.270.466 4.5 
パンパ 3.210.486 0.7 
湿地 8.975.022 1.8 
合計 485.801.973 100 

出典：SFB – SNIF（2017）  

ブラジルの天然林はアクレ州、ロンドニア州、パラ州、アマゾナス州、マトグロッソ州、

アクレ州、ロライマ州が位置する北部に広がる。一方で植林地の大部分は南東部（ミナ

ス・ジェライス州、サンパウロ州）や南部（サンタ・カタリーナ州、パラナ州）に分布

する。表 2 にてブラジルで多く流通している商業用木材の樹種を示す。 

 

表 2 ブラジルで一般的に流通している木材用樹種（天然林および植林樹種 ） 

天然林 植林地 
一般的な樹種 高級樹種 一般的な樹種 その他樹種 

マニルカラ

（Manilkara 
Huberi） 
レッドアンジェリ

ム（Dinizia 
excelsa） 
クピウバ（Goupia 
coubari） 
ジャトバ

（Hymenaea 
courbaril） 
ジャボチ（Erísma 
uncinatum） 
アマパ（Brosimum 
utile） 
クマル（Dipteryx 
odorata） 
ファヴェラ

（Parkia spp.） 
ガラッパ（Apuleia 
leiocarpa） 

イペ・アマレーロ

（handroanthus 
serratifolia） 
紫イペ

（handroanthus 
impetifinosus） 
スパニッシュシー

ダー（セドロ）

（Cedrela 
odorata） 
ワシントン条約附

属書 III に掲載され 

マツ類（Pinus 
spp.） 
ユーカリ

（Eucalyptus 
spp.） 

アカシア（Acaia 
spp.） 
チーク（Tectoria 
spp.） 
パシャコ

（Schizolobium 
amazonicum） 
パラゴムノキ

（Hevea 
brasiliensis） 

 

ブラジルは、外来種を導入した植林の歴史が長い。代表的な植林樹種であるユーカリや

マツ類は、木材パルプ、木製パネル、製材、木炭等の生産のために植栽されている。ユ
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ーカリの植林地（570 万 ha）のほとんどが、ミナス・ジェライス州、サンパウロ州、サ

ンカタリーナ州 、南マトグロッソ州に分布し、マツ類の植林地（160 万 ha）のほとん

どがパラナ州とサンカタリーナ州に分布する（IBÁ, 2017）。 

植林地のほとんどがユーカリとマツ類であるが、近年は、パシャコ（Schizolobium 
amazonicum）やパラゴムノキ（Hevea brasiliensis）などの在来種を使った植林に対し

て積極的に投資を行っている。植林地（外来樹種と在来種）から伐採された丸太は輸出

可能となっている。 

 

１．２ 土地利用区分 

ブラジル統計地理院（Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas：IBGE）は、ブラ

ジルの土地利用区分を 12 に分類している（表 3）。 

 

表 3 ブラジルの土地利用区分（2014 年） 

区分 特徴 
天然林 天然林地域 
人工林 外来種を導入して造林された地域 
農業活動を伴ったモザイ

ク状の森林植生 
一時的な農牧活動に使用される森林地域 

草原植生 
サバンナ、ステップ、開拓地、自然保護区といった植生

の地域 

自然放牧地 
人為的干渉が少ない放牧地として使用される自然植生の

牧草地 

管理放牧地 管理された永年性の放牧地 

農地 農業作物生産用の土地 

森林が残るモザイク状農

業地域 
天然林が大部分を占める農地 

草原植生が残るモザイク

状の農業地域 
農業、放牧および（あるいは）林業に利用される土地。

草原植生が残る部分や小規模ではあるが植林地もある 

湿地 沼地、湿地と分類される土地 

人工地 都市型インフラストラクチャー 

空き地 露出岩、崖、礁がみられる土地および浸食地 

出典: IBGE（2016）に基づく 

 

図 2 にて、IBGE による土地利用区分別に基づく 2014 年の土地利用状況を示す。 
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図 2 ブラジルの土地利用状況（2014 年） 
出典：IBGE（2014）に基づく 
 

１．３ 土地所区分 

ブラジルの土地所有権は、大きく私有地と公有地に大きく分かれ、入植地

（assentamentos）、先住民所有地、空き地、占有地（posse）、保護地域、私有地、

キロンボ（quilombola）という 7 区分に分類される（表 4）。1988 年に制定された現行

のブラジル連邦憲法は、このように分類された土地所有権を認めている。 
 
表 4 ブラジルの土地利用区分 

区分 所有権タ

イプ 
概要 面積（陸地面積

に対する割合） 
入植地

（Assentamentos
） 

公有 農地改革を通じて形成された農村

地域の集落。法律第 8.629/93 号

（Law 8.629/93）により規定され

る 

8.8 千万 ha
（8.8%） 

先住民の土地 公有 先住民の生活基盤として指定され

ている土地。ブラジル連邦憲法第

231 条によって保証される 

1.1 億 ha
（13.8%） 

空き地 公有 特段の用途が指定されていない公

有地 
 

占有地（Posse） 公有ま

たは私

有 

第 3 者による一時的な土地利用。

法律第 4.505/64 号第 4 章

（Chapter IV of Law 4.505/64）に

よって規定される 
 公有地の場合、利用者は個

人あるいは伝統的なコミュ

ニティを指す 

 

39%

19%

12%

10%

7%

6%

5%

1% 1%
0.5%0.5%

0.1% 天然林

放牧地（天然）

管理された放牧地

森林が残存したモザイク状の農地

農地

農業活動が存在するモザイク状の森林植生

草地植生が残存したモザイク状の農地

草地植生

植林地

湿地

人口地

空地
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 私有地の場合、賃貸借契約

等の契約を通じた使用と正

式な手続きを取ってない利

用を指す 
保護地域 公有ま

たは私

有 

私有地あるいは公有地で、生物多

様性の保護を目的とした土地。可

能な活動は森林法第 12.561/12 号

（Forest Code Law 12.561/12）お

よび国家保全ユニットシステム

（SNUC）が定める保護区の分類

により異なる 

1.5 億 ha
（18.1%） 

私有地 私有 法人あるいは個人が所有する土地  

キロンボ

（Quilombolas） 
私有 植民地時代にアフリカから連れて

こられた奴隷が脱走し形成された

共同体 

1.4 百万 ha
（0.2%） 

出典：Climate Policy Initiative （2017） 
 
ブラジル政府は、2012 年に法律第 12.651/12 号（Law 12.651/12）に基づき、農村地域

の私有地や占有地における土地利用を管理し、自然資源の持続的利用と保全を目的に、

農村環境登録制度（Cadastro Ambiental Rural：CAR） を制定した。CAR（付属資料 1）

は、国レベルの電子登録システムで、農村地域の全私有地に対して登録が義務付けられ、

所有レベルでの土地利用情報を統合管理し、環境・経済計画策定や森林減少対策に活用

することを目的としている。ブラジル森林局（Serviço Florestal Brasileiro：SFB）によ

ると、2018 年 6 月時点で、CAR に登録された面積は 5.2 百万 ha であった。 

IBGE が実施した最新の農業国勢調査（2006 年）によると、所有者が不明な土地が 3 億

haに達し、重要な課題として挙げられる。このような土地は北部に多くみられ、リーガ

ル・アマゾン（Amazônia Legal）1の 53%は所有権が不明であると推定されている。こ

のように土地の権利にかかる制度整備が未だ不完全であることから、土地紛争や天然資

源の違法な収穫など社会面や環境面で問題が頻発している。 

１．４ 保護区 

ブラジル森林法（法律第 12.651/12 号）（Brazilian Forest Code, Law 12.651/12）第 12
条は、所有レベルで以下のように土地利用に制限を設けている： 
 
 法的保護区（Legal Reserves：LR）2 

                                                            
1 リーガル・アマゾンは、連邦法第 5.173／66 号（Federal Law No. 5.73/66）によって規定されたアマゾン

地域一帯を示す。北部全 7 州（アクレ州、アマパ州、アマゾナス州、パラ州、ロンドニア州、ロライマ州、

トカンチス州）、中西部マトグロッソ州の一部、北東部マラニョン州の大部分を包含し、その総面積はブラ

ジル全土の 59%を占める。 
2 法律 12.651/12 号（Law 12.651/12）第 3 条は、「法的保護区とは、農村地域の土地が有す自然資源の持続

可能な経済的利用を促し、生態系の保護と再生を助け、野生動物、在来植物および生物多様性の保全を促す

機能を持つ」と定義している。  
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私有地では、所有面積の一定の割合で在来植生を保全し、経済活動を目的とした天然資

源の利用に持続性を確保することが定められる。法定保護区の割合は、生物群系により

異なる： 
 リーガル・アマゾン地域の森林：所有地の 80% 
 リーガル・アマゾン地域のサバンナ地帯：所有地の 35% 
 リーガル・アマゾン地域のその他の植生：所有地の 20% 
 その他の地域：所有地の 20% 

 
 恒久保護地域（Permanent Preservation Areas：PPA）3 
法的保護区に加えて、土地所有者は恒久的保護地域（PPA）を考慮する必要がある。

PPAは、土壌保全と水質確保のために河川沿いあるいは斜面に設定され、所有者は該当

する区画の自然植生を維持しなければならない。 
 

 保全ユニット（Conservation Unites：UC） 
さらに、ブラジルでは、法律第 9.985 号（Law 9.985/00）によって、国家保全ユニット

システム（Sistema Nacional de Unidades de Conservação：SNUC）と保護区の分類と

なる保全ユニット（Conservation Unites：UC）が定められる。SNUC はその目的と利

用方法によって、大きく i）完全保全区と ii）持続的利用区の 2 種類に分別されている。

表 5 にて、法律第 9.985 号（Law 9.985/00）が定める保護単位区分および土地所有権の

種類をまとめる。 
 
表 5 保全ユニット区分と土地所有形態  

                                                            
3 法律第 12.651／12 号第（Law 12.651/12）第 3 条は、物理的・生態学的に脆弱な地域を「恒久保護地域

（Permanent Preservation Areas：PPA）」として指定する。河岸地域、水源地、丘上、山地斜面、マング

ローブ林が該当し、このような地域は、ランドスケープレベルで水資源の保全、生物多様性、土壌保全等の

生態系サービスを提供している。 

保全ユニット区分（UC） 土地所有形態 

完
全

保
護

 生態系保護区（Estação ecológica） 公有 

生物保護区（Reserva biológica） 公有 

国立公園（Parques Nacionais） 公有 

自然風景保護区（Monumento Natural） 公有および私有 

森林保護区（Refúgio da vida Silvestre） 公有および私有 

持
続

的
利

用
 

環境保護区（Áreas de proteção ambiental） 公有および私有 

生態的保護区（Áreas de Relevante Interesse 
Ecológico） 

公有および私有 

国有（および州有）林（FLONA – Floresta Nacional） 公有 

採集保留区（Reservas Extrativistas） 公有 

野生動物保護区（Reserva de Fauna） 公有 

持続可能な開発区（Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável） 

公有 
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１．５ 森林認証 

ブラジルでは、森林管理協議会（Forest Stewardship Council：FSC）認証と、PEFC

（Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes）森林認証プログラムと

の相互承認を受けたブラジル森林認証プログラム（Programa de Certificação Florestal 

Brasileira：CERFLOR）の 2 種類の森林認証制度が活用される。 

CERFLOR は、国レベルの様々なステークホルダーが共同で開発した自主的プログラム

で、2003年 1月に開始された。CERFLORの基準の大部分は、政府間プロセス、アマゾ

ン森林の持続可能な管理を目的としたタラポト提案による基準と指標、さらには国際熱

帯木材機関（ITTO）の熱帯天然林および人工林の持続可能な管理のための基準と指標に

関するガイドラインに基づいている。CERFLOR は 2005 年に PEFC 森林認証プログラ

ムの相互承認を受けた。 

ブラジルでは、同一の森林管理が FSC と CERFLOR の認証を受けていることが多い。

2016年で、 250万 haの森林管理が両方の認証を受けていた。表 6に、FSCと CEFLOR

によるブラジル国内の認証面積を示す。 

2017年時点において、ブラジルの FSC森林管理認証数は、全世界の認証数の 8.1%に及

び、認証面積の 3.2%を占めた。FSC 森林管理の認証を受けた森林の 32%は天然林

（120 万 ha）、67%は人工林（480 万 ha）であった。また、加工・流通過程の管理

（Chain of Custody：CoC）認証数は 1,132 件で全世界の認証数の 3.4%を占めた。 

表 6 ブラジルにおける森林認証面積（2018 年 4 月） 

認証の種類 認証面積（HA） 認証数 
FSC 6,601,911  1,126 

CERFLOR 3,072,628* 48 

合計 9,674,539 1,174 

注*：2017 年のデータ.  

出典：IMAFLORA and SFB (2018)  
 

１．６ 木材の生産と加工 

１．６．１ 木材の生産と加工 

ブラジルでは、木材は植林地と天然林の両方から生産される。植林地からは、木材チッ

プ、木材パルプ、製材、木製パネル、木炭、薪といった多様な木材製品が生産される。

天然林からは主に、丸太、製材、合板、木炭、薪が生産される。 
 
1) 植林地 

民間自然遺産保護区 （Reserva Particular do 
Patrimônio Privado） 

私有 
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ブラジルには 784 万ヘクタールの植林地が広がる。2016 年では、このうちの 36％が紙

パルプ事業者に、29％が契約栽培制度4の下、森林所有者や小規模生産者によって所有

されていた。第 3 位は、鉄鋼および木炭産業事業者で、植林地の 14%を所有、次いで林

業投資経営組織（Timberland Investment Management Organizations：TIMOs）と呼ば

れる金融投資家5が、ブラジルの植林地の 10%を所有していた。TIMOs はブラジルの植

林産業に潜在的収益性を見出し、2003 年から投資を開始した。 
 
ブラジルの人工林で最も利用される樹種はユーカリとマツ類である。ユーカリは紙パル

プ、木炭、木製パネルに使われる。マツ類は主に紙パルプ、木製パネル、製材に利用さ

れる。植林地から生産される木材は、ブラジルの総産業需要の約 90%を占める（IBÁ, 

2017 年）。 

ユーカリの植林地は 5.7百万 ha、マツ類の植林地は 1.6百万 ha存在する（IBÁ 2017）。

面積は少ないが、パシャコ（Schizolobium amazonicum）、ミモザアカシア（ブラック

ワトル）／モリシマアカシア（Acacia decurrens）やパラゴムノキ6（Hevea brasiliensis）

の植林地もある。図 3 にて 2016 年における人工林から生産された木材の消費量7を樹種

別に示す。植林面積は増加傾向にあるが、これらは主にミナス・ジェライス州、サンパ

ウロ州、マットグロッソ・ド・スル州で広がっている。新規の植林地は天然林を伐採し

て造成するのではなく、人為的な活動によって既に利用された、または劣化した土地で

開発される（EMBRAPA Florestas, 2016; FIEPA, 2017）。 

   
図 3 植林地から生産された木材の樹種別伐採量（2016 年） 
出典：IBÁ (2017) 
                                                            
4 契約栽培制度（forest out-grower programs）：農家または土地所有者と、丸太生産を目的とする事業者と

のパートナーシップ契約を意味する。事業者が原料を確保できるだけでなく、農家や農村地域の土地所有者

の木材生産への参加を促し、社会経済面における向上を目的にとする。同スキーム／プログラムは、農家や

土地所有者への苗木の無償提供や将来の伐採を担保とするローンの提供といった形で行われることが多い

（ABRAF 2007）。 
5 林業投資経営組織（TIMOs）とは、非上場の森林投資ファンド（小野 2017）を示す。森林投資ファンド

とは，主に法人投資家から資金を受託して林地資産を取得する資産運用事業であり，取得した林地において

林業を行うことで投資リターンを生み出し，顧客投資家に対して配当を行う。 
6 主に樹脂として利用される。 
7 消費目的として、紙・パルプ、木炭（製鉄所）、木材パネル、積層床材、無垢材が挙げられる。 
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２）天然林 

天然林の伐採量は植林地と比較すると非常に少ない。2016 年に天然林から伐採された

木材総伐採量は約 41 百万㎥、その内、11.5 百万㎥が産業用の丸太に、4.4 百万㎥が木

炭、25 百万㎥が薪に利用されたと推定される。この量は、植林地による木材生産量の

20% に 相 当 す る 。 図 6 に て 、 2016 年 の 用 途 別 の 天 然 林 伐 採 量 を 示 す 。

 
図 4 用途別の天然林伐採量（2016 年） 
出典：SFB - SNIF (2017)  
 

 ブラジルでは、天然林から多様な樹種が伐採される。2016 年に市場で取引された主な

天然林由来の木材樹種は、マニルカラ／アマゾンジャラ（Manilkara huberi）、クピウ

バ（Goupia glabra）、およびジャボチ（Erisma uncinatum）であった。表 7 に、2016

年において最も多く取引された天然林 20 樹種を示す。 

 
表 7 ブラジルで取引される主な在来樹種 20 種（取引量順、2016 年） 

樹種（学名） 俗名 取引量（㎥） 

Manilkara huberi アマゾンジャラ 343,780 

Goupia glabra クピウバ 264,126 

Erisma uncinatum ジャボチ 203,756 

Dinizia excelsa レッドアンジェリム 176,807 

Couratari guianensis サガリバナ 175,814 

Euterpe edulis アッサイヤシ 162,551 

Araucaria angustifolia ブラジルマツ 150,439 

Qualea paraenses マンディオクイラ 136,496 

Qualea albiflora マンディオクイラ 127,496 

Hymenolobium 
petraeum 

アンジェリム 118,939 

Hymenaea courbaril ジャトバ 110,652 

Dipteryx odorata クマル 108,100 

Cariniana micranta ホウガンボク 98,200 

0

5

10

15

20

25

30

木炭 薪 丸太

1
0
0
万

m
³

208



19 

 

Apuleia molaris ガラッパ 92,848 

Astronium lecointei アロエイラ 91,560 

Mezilaurus itauba イタウベ 91,383 

Tabebuia serratifolia イペ・アマレーロ 88,805 

Allantoma lineata セル 76,749 

Apuleia leiocarpa グラピア 72,771 

Caryocar villosum ぺクイア／アイボリー

ウッド 
62,697 

出典：IBAMA （2016） 

１．６．２ 木材の合法的な供給源 

ブラジルでの合法的な木材生産は、森林タイプと土地所有を考慮し、5 つの伐採許可に

区分される（表 8）。 

表 8 ブラジルの合法的な伐採 

伐採許可 
森林タ

イプ 
土地所有権 概要 

持続的森林管理 天然林 私有 択伐 

森林コンセッショ

ン  
天然林 公有 

択伐。2006 年から開始。公有林において事業

者およびコミュニティに対し、木材・非木材

林産物を収穫し販売、または観光業を営むラ

イセンスを付与している。 

土地利用転換 天然林 
私有または

公有 

土地利用転換は、1） 森林由来の原材料の利

用許可（Autorização de Utilização de Matéria-
Prima Florestal ：AUMPF）と 2）ダム開発や

道路建設等に伴う伐採（Autorização de 
Supressão de Vegetação：ASV）がある。

IBAMA 等の発行する環境ライセンス付与が条

件となっている。 

植林 人工林 私有  

コミュニティによ

る森林管理8 
天然林 

私有または

公有 

入植した小規模農家や、伝統的に森林で生活

を営む先住民やコミュニティによる森林の持

続可能な管理の促進を目的とし、法令第

6.874/09 号（Law 6.874/09）にて定められ

る。 
 

                                                            
8 伝統的なコミュニティからの正確な木材生産量は不明である。世界自然保護基金（World Wildlife Fund：
WWF）ブラジル事務所によると、国内生産量の 1%未満と推定される（聞き取り調査：2018 年 9 月 27
日）。 
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１．６．３ 木材および木材製品の主要なサプライチェーン 

ブラジルでは、天然林の択伐として、公有地の森林コンセッション 9と私有地の持続的

森林管理が実施される。伐採許可証は、ブラジル環境省（Ministério do Meio 

Ambiente：MMA）の外局であるブラジル環境・再生可能天然資源院（ Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis：IBAMA）または、各州の

環境局（Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos ：SEMA）が発行

する。また天然林から生産される木材には、土地利用転換許可（Autorização de 

Desmatamento）を通じた皆伐に由来する場合もある。土地利用転換許可は当該州政府

の SEMA が発行する。 

植林地は、土地の地拵えに始まり、苗畑での実生、植栽、施肥、その他の造林および管

理作業が行われる。エスピリット・サント州、ミナスジェライス州、リオ・グランデ・

ド・スール州では、新規植林の際に、当該州の SEMA による植林地開発許可が必要とな

る。人工林が十分に成長すると伐採され、木材は製材所に運搬され、様々な製材品に加

工される。その後、地元市場あるいは国際市場を通じて取引業者あるいは消費者に届け

られる。 

図 5 にて、天然林と植林地から生産される木材および木材製品の基本的なサプライチェ

ーンモデルを示す。 

 
図 5 天然林および人工林の木材および製材品のサプライチェーン 

                                                            
9 ブラジル森林局（SFB）によると、2015年、2016年、2017年、2018年の間、100万ヘクタールがコンセ

ッション下に置かれ、80 万㎥が伐採された。2018 年において、森林コンセッションは、2 州（パラ州とロ

ンドニア州）における 5 地域の国有林（アルタミラ（Altamira）、カシウアニャ（Caxiuanã）、ジャクンダ

（Jacundá）、ジャマリ（Jamari）、サラカ-タケーラ Saracá-Taquera）で実施されている。 
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１．７ 貿易 

木材産業はブラジルの主要な経済セクターの一つであり、GDP の 1.1%（2011 年）に貢

献する。ブラジル植林木産業連合会（Indústria Brasileira de Árvores：IBÁ）によれば、

ブラジルは、カナダ、アメリカに次いで世界第 3 位の木材パルプ輸出国、ユーカリ製パ

ルプの最大の生産国である。2016 年の同国のパルプの輸出額は 55 億ドルに達した（図

6）。木材パルプ生産に使用される主な樹種はユーカリと マツ類である（パルプ生産の

98%を占める）。製紙輸出においてブラジルは世界第 20位で、2016年の輸出額は 18億

ドルであった。ブラジルは日本に対して木材パルプを大量に輸出している（図 7）。

2016年には 1億 1,300万ドル相当の木材パルプを日本に輸出した。一方、日本への紙の

輸出は非常に少ない（2016 年輸入額は 116 万ドル。世界第 51 位）。 

 

 
図 6 ブラジルの木材パルプおよび紙の輸

出額（ドル）（2006 年〜2016 年） 

 

  

図 7 ブラジルの紙および木材パルプの対日

本輸出額（ドル）（2006 年〜2016 年） 

 
図 8 ブラジルの木材パルプおよび紙の輸

入額（ドル）（2006 年〜2016 年） 

 

図 9 ブラジルの木材パルプおよび紙の対日

本輸入額（ドル）（2006 年〜2016 年） 

出典：Trademap (2018) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

（
十

億
ド

ル
）

Wood Pulp Paper

0

50

100

150

200

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

（
百

万
ド

ル
）

Wood Pulp Paper

 ‐

 1

 1

 2

 2

 3

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

（
十

億
ド

ル
）

Wood Pulp Paper

 ‐

 5

 10

 15

 20

 25

 30

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

（
百

万
ド

ル
） Wood Pulp Paper

211



22 

 

図 10 に、木材および木材製品の主要な輸出相手先を示す。 

 

図 10 木材製品輸出相手国（金額ベース、2017 年）:HS コード 44 品目

出典：ITC (2018) 
 

最大の輸出先である米国に対する 2016 年における輸出内訳は、合板（1 億 5,100 万ド

ル）、建材（2 億 700 万ドル）、製材（1 億 6,300 万ドル）であった。輸出される木材

のほとんどがマツ類であるが、製材の対米輸出総額の 8％（1,300 万ドル）が熱帯天然

林材であった。 

2016 年、メキシコはブラジル輸出先国の内、合板において第 5 位（2,160 万ドル）、製

材において第 2 位（7,730 万ドル）であり、熱帯木材の輸入額は 884 千ドルであった。

中国は、ブラジル産丸太の輸出先国として第 2 位（550 万ドル）、製材では第 3 位

（6,830 万ドル）で、熱帯天然林木材の総輸入額が全体の 6%（430 万ドル）を占めた。 

ヨーロッパ連合（Europearn Union：EU）への輸出については、2016 年では、合板の 2

億 1,500 万ドルが輸出最高額で、製材の 7,700 万ドル、建材の 3,000 万ドルが続いた。

米国や、イギリスとドイツはブラジル製合板の第 2 位と第 3 位の輸入国である。輸入製

材の総額の 48%にあたる 3,600 万ドルは熱帯天然林木材である。 

図 11 にて、主要な製品の輸出額の推移を示す。ブラジル木材加工業協会（Associação 

Brasileira das Indústrias de Madeira Processada ：ABIMCI）によると10、米国リーマン

ションショックの影響による低下の後には、輸出量は全体的には増加してきたものの、

木材産業の企業収益は明らかに減少傾向にある。その理由としては、製材産業がエネル

ギー、輸送、その他の製造にかかるコスト増に直面しているためである。 

                                                            
10 聞き取り調査：ブラジル木材加工業協会（Associação Brasileira das Indústrias de Madeira 
Processada ：ABIMCI）Roberto Puppo 氏（2018 年 9 月 25 日） 
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図 11 ブラジルの主要な木材製品の輸出額の傾向（2006－2016 年） 
出典: Trademap （2018）  

日本は、ブラジルにとって第 5 位の輸出先（全体の 3.5%）であり、木材チップ（ユー

カリとアカシア）の主要な輸出先国である。これは、ブラジルで事業展開している日本

企業の子会社の影響が大きい。また、量は少ないものの、日本への天然林木材製品の輸

出が行われる。図 12 にブラジルから日本への輸出の推移を示す。 

 
図 12 ブラジルから日本への輸出製材品（単位：ドル）（2006 年〜2016 年） 
出典: Trademap （2018） 

 

また、限られた量ではあるが、ブラジルは近隣諸国のボリビア、パラグアイ、アルゼン

チンから丸太を輸入している（図 13）。 
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図 13 ブラジルの丸太輸入額（US ドル）（2006 年〜2017 年） 
出典: Trademap (2018) 
 

２ 木材の伐採・流通に関連する政府機関の概要 

ブラジル森林法（法律第 12.651/12 号）（Brazilian Forest Code：Law 12.651/12）によ

って、森林管理や保全に関する行政機関とその役割が定められている。ブラジルの森林

行政は、連邦、州、自治体という 3 つのレベルの行政機関により実施されるが、特に連

邦レベルと州レベルの機関が中心的な役割を果たす。 

 連邦レベル 

連邦レベルでは、森林行政は環境省（MMA）と同省の下部組織である IBAMA、ブラジ

ル森林局（SFB）、チコ・メンデス生物多様性保全院（ Insituto Chico Mendes de 

Conservação e Biodiversidade ：ICMBio）が所管し、法制度を制定、許可の交付を行い、

事業を監督する。その他関連機関として、直接森林行政には関わらないものの、国立農

地改革院（Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária：INCRA）や労働雇用省

（Ministério do Trabalho：MTE）が、土地権や労働規定の面で大きく関わりを持つ。 

 州レベル 

州レベルでは、州政府の SEMA が所管する。州によってその管轄権が及ぶ範囲が異なる

が、基本的に州内の規定を定め、森林管理のモニタリングを実施し、許可を付与し、木

材・木材製品の検査を行う。 

表 9 にて、森林管理、木材加工、流通を管理する連邦および州の政府機関をまとめる。 
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表 9 主な政府機関とその役割 

機関 行政レベル 主な役割と責任 

ブラジル 森林局
（SFB） 連邦 

国有林における持続可能な森林の利用と促進、森林
生態系サービスの保全、経済に関する戦略的森林政
策の策定、コンセッションの管理等 

ブラジル 環境・再
生可能天然資源院

（IBAMA） 
連邦 森林のライセンス付与および環境行政、森林モニタ

リング、天然林からの木材生産と輸送の管理 

チコ・メンデス生
物多様性保全院
（ICMBio） 

連邦 保護区の提案、施行、管理、保全、検査、モニタリ
ング等を実施。 

州環境局
（SEMA） 州 

州における環境行政全般。伐採許可、木材及び木材
製品の輸送許可、木材加工場のライセンス発行、検
査等 

 

３ 森林管理と伐採に関連する法制度 

３．１ 森林資源採取関連の法規制 

ブラジル森林法（法律第 12.651/12号）第 21条は、天然林の利用権について規定してい

る。天然林由来の木材は、土地利用転換に基づく木材もあるが、多くは、私有地の天然

林択伐である持続可能森林管理計画（PMFS）と公有林における森林コンセッションを

通じて生産される。植林地に関する規制は緩和傾向にあり、州によって事前許可の有無

等、制度が異なっている。表 10 にて、森林資源へのアクセスと管理、伐採許可、その

他の関連法令を示す。 

 
表 10 森林資源へのアクセス、管理、許可の発行に関する法令 

法令 施行年 内容 

法律第 12.651 号

（Law 12.651） 
2012 主に在来植生の保全、除去、伐採に関する指針を定める 

法律第 12.187 号

（Law 12.187） 
2009 

気候変動国家計画（PNMC）を定め、気候変動緩和を目的と

した森林管理と保全について規定する 

法律第 11.284 号 

（Law 12.284） 
2006 

持続可能な生産を目的とした公有林の管理と運営に関する原

則を定める 

法律第 6.938 号 

（Law 6.938） 
1981 

国家環境政策の目的、策定と実施メカニズム、その他の事柄

を規定する 

政令第 8.375 号

（Decree 8.375） 
2014 主に植林地に関する制度について定める 

政令第 6.063 号 
（Decree 6.063） 

2007 
公有林管理に関する法律第 11.284 号（Law 11.284）の実施

等を規定する 
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環境省規範第 05
号（Normative 

Instruction MMA 
05） 

2006 
持続可能な森林管理計画（PMFS）の作成、提出、実施、技

術評価にかかる技術手順を規定するほか、リーガル・アマゾ

ンの相続等について規定する 

 

３．２ 森林資源の利用権 

３．２．１ 森林資源利用に関する権利 

ブラジルでは、法律で認められた森林の伐採は 5 つに分類されている（表 8）。天然林

の伐採は、公有林における森林コンセッションと私有地が主流である： 

 公有地における森林コンセッションによる天然林択伐 

森林コンセッションは、当該政府機関が作成する森林コンセッション 年次計画

（Plano Annual de Outorga Florestal：PAOF）が基本となり、年次毎に付与する森

林コンセッションの規模（ヘクタール）等を規定する。PAOF は、ブラジルの公有

林管理政策における公平性を確保するために、地域コミュニティ組織や中小規模事

業者に対する森林コンセッションライセンスに関する基準を設けている。一方で、

Ramos et al. （2015）の報告によると、技術や管理能力の課題から、コミュニティ

や中小規模事業者がコンセッションライセンスを獲得した実績がないことが指摘さ

れる。 

コンセッションライセンスの期間は伐期によって異なるが通常 30 年（最長で 40 年）

である。連邦レベルでは、PAOF はブラジル森林局（SFB）が作成・提案し、環境

省（MMA）が承認する。州レベルでは、PAOF は通常、州政府環境局（SEMA）が

作成する。なお、PAOF の策定においては、アマゾン地域の森林減少防止および管

理のための行動計画（Plan of Action for the Prevention and Control of Deforestation 

in the Amazon：PPCDA）やリーガル・アマゾンの環境と開発に関する政策やプロ

グラムが考慮される。 

森林コンセッションライセンスを得るには法律第 11.284/06 号（Law 11.284/06）に

て定められた要件を満たす必要がある。コンセッションライセンスは、提出する技

術・財務プロポーザルにおいて最高評価を獲得し、環境への影響が最小かつ社会へ

の直接的な便益が最大であること、効率性にも優れ、コンセッション地域における

林産物や森林サービスに付加価値をつける事業者11に対して付与する。 

 私有林における天然林択伐。 

私有地での天然林伐採には、伐採業者は土地権利証書あるいは土地貸与契約書を所

有していなければならない。私有地の所有は、公証人によって有効性が確認された

土地所有権に基づき、法律第 4.504/64 号（Law 4.504/64）が農村地域の土地所有と

森林資源の管理に関する権利や義務を規定している。土地所有権は、IBAMA による

森林管理計画の承認が必要となる。同法律は、契約（農村地域の土地貸与、パート

                                                            
11 法律第 11,284/06 第 19 条（Article 19, § 1o of Law 11.284/06）により、ブラジルに本部のある企業のみが

森林コンセッション ライセンスの付与対象である。 
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ナーシップ）を通じて土地を第三者に移譲する権利を認めている。第 3 者への移譲

は、天然林と植林地の管理、伐採においてよく行われる。 

 

３．３ 森林の管理、伐採と木材の輸送 

３．３．１ 森林管理計画と伐採許可 

ブラジルにおける伐採に関する法的要件はブラジル森林法（法律第 12.651/12 号）、森

林コンセッションは法律第 11.284/06号（Law 11.284/06）、および関連規則によって定

められている。 

前述の通り、ブラジルでは、天然林伐採（択伐）は公有林（森林コンセッション）また

は私有地で行われる。伐採許可取得プロセスは公有地または私有地により異なるが、い

ずれの場合においても、長期的な持続的森林管理計画（PMFS）と年間事業計画

（Plano Operacional Annual：POA）の提出と承認、政府機関が発行する伐採許可を受

ける必要がある。POAには、森林インベントリ12の作成が必要となる。承認された POA

に基づき、当該地域の 1 年間の伐採許可量が示された伐採許可（Autorização de 

Exploração Floresta：AUTEX または Autorização para Exploração Florestal：AUTEF）

（付属資料 2 と 3）13が発行される。連邦政府が管理する公有林に対する伐採許可は

IBAMA、州有林と私有林の場合は当該州の環境局（SEMA）が発行する。伐採許可

（AUTEXと AUTEF）は、POAに基づき樹種別の伐採許可量を記している。各州は、森

林管理計画の許可について独自の手続きを定める権利を有しており、州政府が個別の規

則を検討することがある。図 14 にて天然林伐採の際に必要な文書を概説する。 

 

図 14 天然林における伐採に必要な文書および許可証 

出典: IBAMA（2018） 
 

天然林の皆伐に関しては、SEMA が申請に応じて、土地利用転換許可または植生除去許

可（Autorização de Supressão Vegetal：ASV） を発行する。これら 2種類の許可には、

                                                            
12 POA の対象区画における伐採予定全樹木の調査（樹種名、胸高直径、樹高、位置情報） 
13 AUTEF はマトグロッソ州とパラ州で発行される使用される許可証。その他の州では AUTEX が発行され

る 
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当該地域の伐採対象とする樹木の基本調査と伐採量調査（樹木毎の位置情報は必要とし

ない）を実施する必要がある。 

植林地については、森林法（法律第 12.651/12 号）第 VII 章の規定に基づき、管轄当局

（当該地域の州環境局）に対し、山林毎に新規植林の際には許認可が必要となる 。植林

地の伐採には、山林区毎に、伐採届（Requerimento de Colheita e Comercialização de 

Florestas Plantadas）（付属資料 4）を州政府に提出する必要がある。州によってルー

ルが異なり、ミナスジェライス州では伐採開始前に許可取得が必要であるが、伐採後 1

年以内に届けを提出すればよい州もある。なお、、ナンヨウスギやマホガニーといった

樹種に対しては植林であっても伐採許可が求められる。 

３．３．２ 森林管理計画と年間事業計画に関する合法性リスク 

ブラジルでは、コンセッションのプロセス（入札公示からライセンスの付与、監査に至

るまでの全工程）においては透明性が高い。また、コンセッションを監督するブラジル

森林局（SFB）は、コンセッションの運営とモニタリングの報告書をウェブ上で公開し

ている 。 

違法性リスクは主に、不正確または、虚偽に作成された森林インベントリ（実際の伐採

量よりも多くの量を示す）と、禁止されている樹種の採取、伐採許可のない地域におけ

る伐採、法律で定められた伐採可能な木の最小直径よりも小さい木の伐採が挙げられる

（Brancalion et al., 2018）。特に、IBAMA は、違法に伐採された木材が入り込む余地と

してインベントリの情報（特に樹高）を問題視している14。後述する SINAFLOR（オン

ラインシステム）では、伐採後の丸太のバーコード管理と長さを登録することで、実際

に伐採された量を把握できるようしている。 

３．３．３ 木材生産と輸送に関する政府の管理 

天然林からの木材生産は、 IBAMA の管理する電子ツールである森林原産証明書

（Documento de Origem Florestal：DOF）システムによって管理され、生産量も推定さ

れる。DOF システムは、森林原産証明書 （DOF）と呼ばれる丸太と木材 1 次加工品の

輸送許可証を発行し、天然林からの木材生産、加工、取引をモニタリング・管理する。

なお、IBAMA は CAR や伐採許可、DOF といった異なる許認可や管理制度を統合してオ

ンライン管理する国家森林原産地証明システム（Sistema Nacional de Controle de 

Origem de Produtos Florestai：SINAFLOR）の開発を行い、試験的に導入を開始した。 

 DOF（Documento de Origem Florestal）システム 

伐採業者または加工業者は、DOF システムを通じて丸太または一次加工木材製品の輸送

に必要な DOF を入手する（付属資料 5）。丸太輸送に添付される DOF は、伐採許可に

記載される伐採許可量に基づき発行される。加工木材製品に添付される DOF は、加工

場に搬送される丸太の量と歩留まり率から算定された量に対して発行される。なお、パ

ラ州とマトグロッソ州では、丸太輸送に必要な文書は GF1（Guía Florestal 1）（付属資

料 6）、加工場からは輸送される木材製品に対しては GF3（Guía Florestal 3）（付属資

料 7）と呼ばれる文書が使われる。 

                                                            
14 聞き取り調査：IBAMA（2018 年 9 月 26 日） 
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DOF は、土地利用転換許可、植生除去許可（ASV）に由来する木材の搬送に対しても発

行される。植林地には DOF システムは適用されない。ブラジル政府の 2017 年 11 月時

点の報告によると、年間約 70 万の DOF が発行された15。 
 

 国家森林原産地証明システム（Sistema Nacional de Controle de Origem de Produtos 

Florestai：SINAFLOR） 

IBAMA が管理する本システムは、CAR や POA、DOF 等の既存のデータベースと認可シ

ステムを統合管理するオンラインシステムであり、木材、木炭、その他の林産物のサプ

ライチェーン（伐採、輸送、加工、販売）をオンライン上で統合管理することを目的と

している。登録した事業者は与えられたコードでログインし、DOF 等の申請を行う。

SINAFLOR は 2012 年に定まった法律第 12.651/12 号（Law 12.651/12）第 35 条および

第 36 条に準じた規範第 21/14 号（Normative Instruction Nº 21/14）に従って開発され、

森林管理計画（私有地および公有地）、土地利用転換、ASV による天然林伐採許可を対

象とする。一方で、人工的に植栽された樹木（在来種および外来種）はSINAFLORの対

象外である。 

2017 年から試験的に運用が開始され、IBAMA（2018）によると 21 州が SINAFLOR 運

用に向けた準備を完了し、バイア州、エスプリトサント州、サンパウロ州、サンタカタ

リーナ州では、トレーニングから実施に向けた移行期である。IBAMA は 2018 年 5 月に

完全運営を目指していたが、その予定は遅れている。このように同システムが未稼働の

州では、森林管理事業は DOF システム下で管理される。 

 SISFLORA（Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais） 

SISFLORA は、パラ州とマトグロッソ州において適用される SINAFLOR と同じ機能を

持つ州政府が管理する独立したシステムである。SINAFLORと同様に、SISFLORAは、

森林管理計画（私有地および公有地）、土地利用転換、ASV による伐採許可を対象とし

ている。SISFLORAを運用する両州は、ブラジル国内で生産される熱帯木材の 70%以上

を供給しており、2016 年には、2 州の SFMP（私有林と公有林）からの材木生産量は

18,073,603 m3であった（IBAMA, 2018）。 
 
すべての州は、各州環境局が管理する許可制度をSINAFLORに統合する、または報告す

ることが義務付けられるが、パラ州とマトグロッソ州のシステムの統合は遅れている。

なお、マトグロッソ州では、2019 年 2 月時点で SISFLORA version 2 の開発・テスト期

間に移行しており、この新しいバージョンでは木材製品輸送証（GF3）の発行には、伐

採許可（AUTEX）の情報が必要となる16。つまり、GF3 の情報からその木材製品の由来

となった伐採許可（森林）を特定することが可能となる。 
 

３．３．４ 木材生産と輸送に関する合法性リスク 

ブラジルでは過去に伐採許可量や輸送許可量の違法な取引（「クレジット販売 」）が指

摘された（Wellesley, 2014）。インベントリの虚偽情報や、実際の伐採量を少なくする

                                                            
15 http://londres.itamaraty.gov.br/en-us/sinaflor.xml  
16 聞き取り調査：CIMPEM（2019 年 2 月 25 日） 
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ことにより、伐採許可証（AUTEXまたはAUTEF）、丸太の輸送証（DOFまたはGF1）、

木材製品の輸送証（DOF または GF3）で許可されている量の一部が違法に売買され、

許可を受けていない森林から伐採された丸太が書類上で合法化される問題が挙げられる。 

 

３．４ 環境配慮に関する要件 

３．４．１ 法律上の環境配慮要件 

前述したように（セクション 1.4）、私有地では、所有面積に対して一定の割合で在来

植生を保全することが求められる。この制度は「法定保全林」と呼ばれ、植生を保全し、

経済活動を目的とした自然資源の利用に持続可能性を担保する役割を果たす。 

政令第 1.282/94 号（Decree 1.282/94）によって、アマゾン地域では 2,000 ヘクタール

を超える森林管理計画には環境影響評価の実施と環境影響報告書の提出が必要であった。

しかしながら、政令第 5.975/06 号（Decree 5.975/06）第 4 条により、承認された森林

管理計画によって環境に関する配慮、要件は満たされることとなり、環境影響評価の実

施と環境影響報告は要件ではなくなった。 

３．４．２ ワシントン条約（CITES）付属書で指定されたブラジルの樹種 

ブラジルには、ワシントン条約（Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora：CITES）によって保護対象とされる樹種の保全、利

用、および取引を規制する法令が多くある。特に、政令第 3.607/00 号（Decree 

3.607/00）は、CITES 附属書に記載されている樹種の輸出入の手順について定める。

CITES 附属書に記載されている樹種の輸出には、CITES 管理当局である IBAMA が発行

する CITES 輸出許可書（付属資料 8）が必要である17。この CITES 輸出許可書は、科学

当局（環境省と IBAMA の複数の機関と ICMBio）による「当該輸出が当該樹種の種の存

続を脅かすものでない」旨の報告に基づき発給される。 

商業価値が高く CITESの規制対象となっているブラジル産の主な樹種は、附属書 IIに掲

載されているオオバマホガニー（Swietenia macrophylla）と、附属書 III に掲載されてい

るスパニッシュシーダー（セドロ）（Cedrela odorata）である。両樹種はアマゾン地域

に分布している。表 11 にてブラジルの CITES 附属書に記載されている主な樹種をまと

める。 

 
表 11 CITES 規制対象の樹種一覧 

附属書 樹種 俗名 
附属書 III Cedrela fissilis セドロ（Cedro rosa） 
附属書 III Cedrela lilloi セドロ（Cedrinho） 
附属書 III Cedrela odorata スパニッシュシーダー（セドロ） 

                                                            
17 ブラジルの CITES に関するホームページ
https://www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/BR  
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附属書 II Swietenia macrophylla オオバマホガニー 

附属書 II Caesalpinia echinata ブラジルボク（ブラジルウッド） 

附属書 II Aniba rosaeodora ローズウッド 

附属書 I Dalbergia nigra 
ブラジリアンローズウッド（ジャカ

ランダ） 
出典：CITES （2018）  

IBAMAは CITESの輸出入許可18を管理するオンラインシステムを設けており、個人ある

いは企業が輸出あるいは輸入を行う場合には登録する必要がある。IBAMA は CITES 附

属書に記載されている樹種の商業目的の利用申請をすべて審査する。 

 

３．５ 森林管理・伐採における雇用と安全 

３．５．１ 雇用と安全に関する法令 

1988年に改正されたブラジル連邦憲法（第 7条）は、労働について規定しており、都市

および農村の労働者の権利を確立させ、社会的立場の改善を目指している。労働組合、

団体交渉、公共部門・民間部門を問わずストライキの権利を合法化し、労働時間、有給

休暇、未成年・女子の労働、その他の事項を定めている。また、ブラジルの労働に関連

する具体的制度は、労働法（Labor Law）、政令第 5.452/1943 号（Decree Law 

5.452/1943）および補足規則によって規定され、事業主はすべての労働者を登録しなけ

ればならないと定めている。また、ブラジル国民が労働権を得るには、労働手帳

（Carteira de Trabalho e Previdência Social：CTPS）と呼ばれる雇用条件を記載した労

働・社会保障証の交付を受けなければならない。 

労働雇用省（Ministério do Trabalho e Previdência Social: MTPS）は労働者の健康および

安全について監督を行い、規則（Regulating Norms：NR）を定める。林業セクターに

直接関連する規則として、主に農業、林業、その他森林利用における労働に係る安全と

健康について定めた MTE NR 31 が挙げられる。 

３．５．２ 雇用と安全に関するリスク 

一般的に、ブラジルの森林事業労働者の教育レベルは低く、憲法や労働法に保障された

自身の権利を把握していない場合が多い。全般的な状況はここ数年で改善したものの、

労働者が奴隷に近い労働環境におかれる場合19や、児童労働また性差別といったリスク

は未だに残っている。ブラジルは、世界正義プロジェクト（World Justice Project）20が

                                                            
18  https://www.ibama.gov.br/licencas‐servicos/fauna/licenca‐de‐importacao‐exportacao‐de‐fauna‐cites‐
e‐nao‐cites  
19 ブラジル刑法（Código Penal brasileiro）第 149 条は、奴隷に類似する労働を「強制労働あるいは超過勤

務時間を課す、人格を傷つけるような労働条件に従わせる、雇用者からの借金を理由に離職を無理やり制限

するといった行為による奴隷のような状況に人を置くこと」と定義している。 
20 https://worldjusticeproject.org/  
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実施する法の支配指数（Rule of Law Index）の「基本的人権（労働者の権利を含む）」

項目において 113 カ国中 59 位であった。 

労働雇用省は、労働者の権利に関して違反した企業を一覧にした「ブラックリスト」を

作成、公開している。2017 年に更新された一覧に掲載されている企業（130 社）の内、

農業関連企業（31%）、畜産業者（25%）、および伐採業者（8%）であった21。 

 

３．６ 森林管理・伐採における社会的配慮 

３．６．１  先住民族と伝統的コミュニティ 

ブラジルの法令では、天然資源利用に関する先住民と伝統的コミュニティの権利の保護

が大きく掲げられている。伝統的な生活様式で暮らす人々とコミュニティの持続可能な

開発のための国家政策（National Policy for Sustainable Development of Traditional 

Peoples and Communities）（政令第 6.040/07（Decree 6.040/07））22は、伝統的な

人々やコミュニティの社会環境面および文化面における多様性を尊重することを定め、

そのような人々が自身の文化・経済活動のために伝統的に利用してきた天然資源へのア

クセスを保証している。また、法律第 6.001/73 号（Law 6.001/73）「先住民に関する法

律（Estatuto do Índio）」を通じ、天然資源に関する先住民族と伝統的コミュニティが

有する権利を保護している。 

ブラジル環境省によると、ブラジルの伝統的な人々およびコミュニティとして、先住民、

キロンボ（脱走した奴隷によって形成された集落）、セリンゲイロ（Seringuieros、天

然ゴム採取住民）、カスタンニャ（Castanheiros、くるみ採集住民）が挙げられる。 

パルマレス文化財団（Fundação Cultural Palmares）は、ブラジル 23 州において 2,400

以上のキロンボのコミュニティを特定している。連邦政府機関である国立先住民保護財

団（Fundação Nacional do Índio：FUNAI）は、全国で 566 の伝統的な先住民居住地域

の境界を確定し、地図上で示した。現在FUNAIによる調査段階にあるか、または先住民

を保護する目的で、第三者による利用、立ち入り、通過に制限を設けた地域はさらに

135 ある。FUNAI によると、ブラジルにおける先住民の所有する土地面積は 1 億 1,000

万ヘクタール以上であると推定される23。 

政令第 419/11 号（Decree 419/11）は、先住民またはキロンボの所有する土地の付近で

活動する場合、環境ライセンスを IBAMA に申請しなければならないと定めている。

                                                            
21 奴隷同然の労働環境を強いていると指定された企業一覧： 
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/cadastro_empregadores_2017.pdf  
22 政令第 6.040/07 号（Decree 6.040/07）第 3 条は、伝統的な人々およびコミュニティを「自らを文化的に

区別し、独自の社会組織を持ち、その文化、社会、宗教、祖先、経済活動の基盤として、伝統的な知識、工

夫、行動を通じて土地と自然資源を所有、利用するグループ」と定義する。同政令にて、伝統的な土地は、

「恒久的あるいは一時的に使用される、伝統的な人々およびコミュニティの文化的・社会的・経済的活動に

必要な空間」と定義されている。 
23 http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas  
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IBAMAは、関係する地域コミュニティに対してコンサルテーションを実施し、必要に応

じて環境影響評価の実施と環境影響報告24を実施する。 

先住民と伝統的コミュニティに対する配慮は、コンセッション制度において特に詳細に

定められる。法律第 11.284/06号（Law 11.284/06）第 2条は、森林コンセッションの原

則として、地元住民による公有林へのアクセス権と森林から得られる便益に対する権利

を尊重することを定めており、ブラジル森林局（SFB）がコンセッションの計画を策定

する際（セクション 3.2.1 参照）には、先住民や伝統的なコミュニティの所有する地域

は除外される25。また、森林コンセッション区域で地元住民が習慣的に利用している林

産物があれば、それを採集する権利は引き続き認められる。コンセッション事業者は、

地元住民が採集活動を継続できるよう、住民による当該区域への立ち入りを保証しなけ

ればならない。一方、住民側は、当該地域へのアクセスに関する規則に従う必要がある。

コンセッション契約には、地元住民が利用する林産物が特定されており、事業者の伐採

対象外とされるか、または利用が制限されている。  

 

３．７ 政府機関による森林管理のモニタリング制度 

森林コンセッション制度を所管するブラジル森林局（SFB）は、森林の持続可能性を保

証し、社会・経済・環境面の便益が生じるよう、コンセッション事業者の作成した計画

と契約で義務付けられた活動をモニタリングする。政令第 6.063/07 号（Decree 

6.063/07）によってコンセッションのモニタリングが規定されており、その結果はブラ

ジル森林局が毎年発行する公有林管理報告書（Public Forest Management Reports）に

て公表される26。 

さらに、ブラジル森林局は、生産・流通・加工過程の管理システム（Chain of Custody 

System：CSS）の他、LIDARとDetexを活用したリモートセンシング、独立した第 3者

監査の 3 種類の手法を通じて森林コンセッションのモニタリングを実施している。 
 
 生産・流通・加工過程の管理システム（Chain of Custody System：CSS） 

ブラジル森林局は、2015 年に CSS を開発し、コンセッションの伐採から加工、販売ま

での工程の管理を行っている。CSS は、以下の作業によって伐採、丸太搬送、一次加工

工までを以下のオンラインシステムを用いて追跡、管理する： 

 すべての伐採予定樹木の位置情報の記録と登録 

 伐採の記録と登録 

 丸太が加工業者に輸送される際の登録（DOF には QR コードが付される） 

 丸太が加工され、梱包された木材製品毎に CSS は QR コードを付す。 

                                                            
24 環境影響評価の実施と環境影響報告は、専門家協会（CREA）に登録済された専門家が作成する。林業の

場合は一般的に登録された森林技師が作成する。 
25 聞き取り調査：SFB（2018 年 9 月 27 日） 
26 ブラジル森林局（SFB）によるコンセッションの報告ウェブページ 
http://www.florestal.gov.br/monitoramento  
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QR コードを入力すると、CSS は自動的に該当する樹木の由来を特定し、樹木の地理的

座標が示された地図を作成し、当該原木の全体に渡る追跡が可能となっている。 

コンセッション事業者は CCS データベースに森林管理計画開始時点からの全活動を入

力する。これにより、ブラジル森林局は森林コンセッションからの生産ならびに輸送を

管理することができる。 

 リモートセンシング（LIDAR と DETEX）を使ったコンセッションのモニタリング 

森林コンセッションのモニタリングでは、リモートセンシング27が活用されている。ブ

ラジル森林局は、森林開発発見システム（Detection System for Selective Exploitation、

DETEX）とライダー（Light Detection and Ranging Mapping、LIDAR）を用いて森林モ

ニタリングを実施し、違法な森林伐採等の把握に努める。 

 第 3 者による森林監査 

法律 11.284/06号（Law 11.284/06）は、森林コンセッションは最大 3年ごとに独立森林

監査を受ける必要があり、これは環境当局およびブラジル森林局の査察業務を侵害する

ものではないと定義している。監査は、国家度量衡・規格・工業品質院（ Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia：INMETRO）による認可を受けブラジ

ル森林局が認証する団体によって実施される必要がある。監査団体は、コンセッション

契約にて合意された活動と定められた経済・社会・環境義務の実施状況を評価・判定す

る。 

私有地の森林管理については、基本的に州環境局がモニタリングと検査を実施する。マ

トグロッソ州では、伐採期間中と伐採後それぞれの段階で現場検査が行われる。さらに、

州環境局はランドサットを用いた森林モニタリングを実施している。しかしながら、州

環境局のモニタリング能力は州によって異なり、土地所有権や先住民および伝統的コミ

ュニティの分布状況も異なる。 

 

４ 輸送と加工に関する法令 

４．１ 木材および木材製品の輸送と加工に関する法令 

表 12 に、木材および木材製品の輸送と加工に関連する法令を示す。 

 
表 12 木材および製材品の輸送と加工について規定する法規制 

法規制 制定年・
施行年 内容 

政令第 6.759 号 2009 税関業務と貿易の管理と課税 

                                                            
27 森林コンセッション地域のモニタリングについての詳細は次を参照：
http://www.florestal.gov.br/monitoramento 
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IBAMA 規範第 21
号 2013 製材品の輸出入に関連する DOF の規則 

IBAMA 規範第 15
号 2011 天然林あるいは人工林で採取された在来樹種由来の製

材品および副次的生産物の輸出にかかる手順を定める 

環境省令第 253 号 2006 ブラジル領内の木材および製材品の輸送にかかる
DOF を定める 

SINIEF 細則 07 号 - 2005 
- 2009 

国家経済会計情報システムの設立および国内の各販売
活動に対する公文書である電子インボイスおよび
DANFE（Documento Auxiliar da Nota Fiscal 
Eletrônica：電子税務出荷伝票）を定める 

 

４．２ 木材および製材品の輸送 

４．２．１ 木材および木材製品の輸送に必要な書類 

ブラジルにおいて木材および木材製品の輸送に必要な書類は以下の通りである： 

 売買証書（Nota Fiscal） 

売買証書とはインボイスを示し、ものの売買やサービス遂行に対するあらゆる金銭取引

の証明である。売買証書は課税にも役立てられる。売買証書を使用しなかったり求めな

かったりすると脱税と見なされる。現在、大半の企業は電子売買証書を使用しており、

製品とともに DANFE（Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica：電子税務出荷伝

票）と呼ばれる書面が送られる。DANFE には電子売買証書と同様の情報が記載されて

いる。DANFE は、国内において輸送される天然林および人工林の両方に由来する木材

と木材製品に適用される。 

 DOF（Documento de Origem Florestal）  

DOF（付属資料 5）は、IBAMA が 2013 年に規範第 21 号（Normative Instruction 21）

に従って設けた文書で、天然林に由来する木材と木材製品に適用される。DOF には、

伐採許可の種類（森林管理計画、土地利用転換、ASV）、木材種、量、事業者名、住

所、予定輸送経路、森林管理計画承認番号などが明記される。DOF は IBAMA あるいは

SEMA が発行する。また、輸送経路において常に木材と木材製品に付随しなければなら

ず、当局に提示や確認を求められることがある。 

天然林由来の木材生産の主要な州であるパラ州とマトグロッソ州では、木材および木材

製品の輸送に必要な書類が他の州とは異なる。これら州では、法律第 233/05 号（ Law 

233/05）第 40 条に基づき、GF を伐採または加工場から最終搬送地までの輸送に必要な

文書として設けている。丸太の輸送には GF1（付属資料 6）、木材製品の輸送には GF3

（付属資料 7）と称される輸送許可証が使用される。また、GF3 は、当該木材製品の輸

送が輸出目的かどうか示す欄があり、輸出の際には、港までの携帯が義務付けられる。

その場合、GF3 には輸入者名と輸送先の国名が記載される必要がある。GF1 と GF3 と

も当該州の SEMA が発行する。 
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DOF および GF はシステムに登録した事業者がオンライン上で手続きして発行する。こ

れら文書は、道路に設置された検問所で提示が求められる。 

 
図 15 木材および木材製品の輸送に必要な書類 

 

４．３ 木材の加工 

４．３．１ 木材の加工に関する法制度 

木材加工場を設置、運営するためには、事業者は州政府から許可を取得しなければなら

ない。法律第 592/17 号（Law 592/17）第 31 条により、以下の 3 種類の許可が規定され

る（付属資料 9）： 

 事前許可：事前許可は、計画作成に必要となる。設立場所と設計を承認し、設立の

条件を満たしていること証明する 

 設置許可：設置許可は、承認済みの計画、プログラム、プロジェクトに含まれる仕

様書に則った設置を許可するものである。環境管理措置やその他の制約もここに含

まれる 

 運営許可：運営許可は、 事前許可および設置許可が取得確認された後に当該加工場

の運営を許可するものである。運営上の環境管理措置ならびに条件が決定される。 

木材加工事業者はすべて DOF システムに登録しなければならない（パラ州およびマト

グロッソ州ではSISFLORAに登録）。加工場から生産される製材等の製品の輸送に必要

な DOF や GF3 の発行をい DOF（または SISFLORA）システムを通じて行う。 

さらに、業種にかかわらず事業者はすべてアルバーラ免許（Alvara License）を取得し、

SEMA への登録を済ませなければならない。アルバーラ免許は当該市役所が交付し、あ

らゆる形態の企業、機関、協会の他、個人または法人による商業、産業、農業、サービ

ス業者の所在地と業務内容を承認するものである。 
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４．３．２ 木材加工施設関連のリスク 

木材加工事業者は、毎日 DOF または SISFLORA システム上で搬入される丸太情報（樹

種、量等）と生産される木材製品情報（製品タイプ、樹種、量等）を報告することにな

っている。しかしながら、この記録は加工場の運営状況と能力にも左右され、必ずしも

遵守されてはいない28。 

加工場は、DOF あるいは SISFLORA システムに記録した搬送された丸太量よりも多い

量の製品を取り扱うことはできない。州環境局は、加工場の査察を行うが、その際には、

実際に取り扱われる木材製材品量が DOF あるいは SISFLORA 上の申告量と一致しなけ

れば、罰金が科せられる。 

しかしながら、ブラジル森林局（SFB）の報告によると、リーガル・アマゾン地域の製

材業に対する検査は必ずしも適切に行われていないことが指摘される。木材の原産地、

許可証の更新、および業務許可証明に関する検査が厳格ではなく、定期的なチェックも

実施されていない（SFB, 2014）。同報告書は、さらに製材所に対する現行の許可付与

体制は、州ごとに規則が異なり透明性に乏しく、効果的な違法木材取り締まりに十分と

は言えないと指摘している29。 

 

５ 貿易 

５．１ 関税法 

ブラジルでは、製品の国際取引は、政令第 660/92 号（Decree 660/92）によって開発さ

れた貿易統合システム（Sistema Integrado de Comércio Exterior：SISCOMEX）によっ

て管理されている。シスコメックスは、産業貿易サービス省（Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços：MDIC）貿易局（Secretaria de Comércio Exterior：

SECEX）、連邦収税局（Receita Federal do Brasil：RFB）、ブラジル中央銀行（Banco 

Cental do Brasil：BACEN）が実施する国際的取引の登録、モニタリング、管理を統合

する電子オンラインシステムである。 

輸出入業者の承認手順を設ける規範第 650/06 号（Normative Instruction 650/06）により、

シスコメックスにアクセスするには連邦収税局への登録（Ambiente de Registro e 

Rastreamento de Atuação dos Intervenientes Aduaneiros：RADAR）が必要である。ま

た、輸出業者は貿易局 30が管理する輸出入業者登録（Registro do Exportadores e 

Importadores：REI）に登録される。この登録はシスコメックスを通じた初回の輸出業

務の時点でなされる。図 16 に、木材および製材品の輸出過程を示す。 

                                                            
28 聞き取り調査： CIPEM（2018 年 9 月 28 日） 
29 http://www.florestal.gov.br/ultimas-noticias/680-artigo-madeira-da-amazonia-um-novo-foco-no-combate-a-
ilegalidade  
30 貿易局（Secretaria de Comércio Exterior：SECEX）は貿易活動に関する規制、監督、指針策定、計画、

管理、評価を行う。 
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図 16 木材輸出にかかる法的手順 

 

５．２ 製品の分類 

輸出事業者は、輸出する木材製品を以下の品目コードに従って分類する必要がある：1）

商品の名称および分類についての統一システム（Harmonized Commodity Description 

and Coding System：HS システム）に関する国際条約に基づき設けられたラテンアメリ

カ統合連合（Latin American Integration Association：ALADI）HSコード（NALADI／SH）

で、6 桁の数字からなるが、国が独自に 4 桁まで付け加えることができる；2）南米南部

共同市場（メルコスール、Mercado Comum do Sul：MERCOSUL）共通関税番号

（Nomenclature Comim do MERCOSUL：NCM）で、1995 年に開始され、政令第 

2.733/97 号（Decree 2.733/97）にて承認された。表 13 にて、ブラジルから輸出される

主要な木材製品の HS コードを示す。 

 
表 13 ブラジルの主流な輸出木材製品に付される統計品目番号（HS コード） 

HS コード 説明 

第 47 類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプおよび古紙 
第 48 類 紙および板紙並びに製紙用パルプ、紙または板紙の製品 

4403 木材（粗のものに限るものとし、皮または辺材をはいであるかな

いかまたは粗く角にしてあるかないかを問わない。） 
4407 木材（縦にひき若しくは割り、平削りまたは丸はぎしたもので、

厚さが 6 ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけ

し、やすりがけまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わな

い。） 
4412 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 
4418 木製建具および建築用木工品（セルラーウッドパネル、組み合わ

せた床用パネルおよびこけら板を含む。） 
440122 のこくずおよび木くず 
480100 新聞用紙 
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天然林を取扱う製材輸出業者は、DOF システム（パラ州とマトグロッソ州では

SISFLORA）に登録する必要がある。CITES 附属書掲載される樹種は IBAMA が発行す

るCITES許可書が必要となる。植林地に由来する木材製品に対しては、輸出の際に特段

の許可や免許は義務付けられていない。 

 

５．３ 税関検査 

IBAMAは、各港に事務所を設けており、製材品の輸出管理にあたる職員を配置している。

ブラジルの港では輸出の際、以下の区分に応じた検査を実施している： 

 緑：書類検査・貨物検査のいずれも不要。緑色のチャンネルに指定されると、いか

なる認証も経ず自動的に通関できる 

 黄：書類検査が必要。輸出製品に付随する書類が税関検査を受ける 

 赤：書類検査・貨物検査の両方が必要。書類検査に加えて製品の現物検査も行われ

る。硬材は赤色のチャンネルに指定され書類と貨物検査を受ける31 

 灰：申告額に虚偽記載の疑いがあり、書類検査・貨物検査の両方が必要。書類検査、

現物認証、ならびに特別税関審査が行われ、申告商品価格などにおける不正行為の

要素がないかどうかが検査される 

 

５．４ 木材製品の貿易に必要とされる書類等 

表 14 にて、木材および製材品の輸出に必要な書類の概要および発行機関をまとめる： 

 
表 14 木材および製材品の取引に法律で必要とされる文書 

必要書類 説明 発行機関 

DOF または GF3  税関に提出が必要 IBAMA または SEMA 

ワシントン条約（CITES）
輸出許可証 

ワシントン条約附属書掲載の木材樹種を輸

出する際に必要 
ワシントン条約管理当局

（IBAMA） 

インボイス 

海外事業者を相手とした購入処理を正式化

する商業文書で、サービスを受ける個人／

組織、サービス内容、および支払い額が 
記載される。 

輸出者 

輸出品出荷申告書

（Shipping Export 
Declaration：DDE） 

輸出申告書は輸出業者が港にて記入・提出

する税関申告書 
輸出品億及び製品の詳細申告 

輸出者により税関に提出 
注：出荷申告書（シスコ

メックスが割り当てる番

号を記載する 

売買契約書（任意） - 輸出者 

                                                            
31聞き取り調査：ABIMCI（2018 年 9 月 25 日） 
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梱包リスト（Romaneio de 
carga） 

輸出されるコンテナ、梱包の内容物の詳細

説明 
輸出者あるいは代理人 

船荷証券（Bill of Landing
／CRT／AWB／TIF） 

出荷される製品と数、金額、出荷人、受取

人、港／空港／船積みおよび荷揚げする国

境、運搬業者が記載される。輸送手段によ

って名称が異なる。 

輸送者あるいは代理人 

原産地衛生検疫証明書

（CFO）および統合原

産地衛生検疫証明書

（CFOC）（付属資料 
10） 

CFO は植物、植物製品、その他規制物品の

委託が決められた輸入衛生要件を満たし、

適切な証明書による証明に準拠しているこ

とを明らかにする、 
 

SEMA 
注：許可を受けた森林業

者が提出しなければなら

ない 

 

木材および木材製品の輸入に関しては、 IBAMA の規範第 21/2014 号（Normative 

Instruction 21/2014）に従い、輸入業者は DOF システムに輸入申告書（ Import 

Declaration：DI）を登録し、輸入原産地証明書（Import Document of Forest Origin：

DOF）の発行を受けなければならない。DI は、連邦技術登録制度（Federal Technical 

Regystry System：CTF）32に登録された個人あるいは法人に対して発行される。 

IBAMA の規範第 21/2014 号（Normative Instruction 21/2014）によると、IBAMA は、上

記の書類以外には、木材および木材製品の輸入に対する特段の基準や手続きを設けてい

ない。従って、CITES 附属書 I および II に掲載されている樹種を除いては、木材製品の

輸入には事前承認を必要としない。CITES 附属書 I および II に掲載されている樹種の場

合は、SISCOMEX上で IBAMAによる許可を必要とする。CITES附属書 IIIに掲載されて

いる樹種を輸入する場合、輸出国が IBAMA に対して発行する「原産地証明書

（Certificate of Origin）」あるいは「CITES 輸出許可書」が求められる。 

加えて、下記に示す標準的な貿易関連文書も必要である： 

 輸入登録 – シスコメックス（Registro de Importação） 

 原産地衛生検疫証明書（Certificado Fitossanitário de Origem：CFO） 

 統合原産地衛生証明書（Certificado Fitossanitário de Origem Conslidado：CFOC） 

 輸出品出荷申告書（Shipping Export Declaration：DDE） 

 税関申告書 

 買売証書 

 梱包リスト 

 インボイス 

 船荷証券 

 

                                                            
32 連邦技術登録制度（Federal Technical Regystry System of Potentially Polluting Activities and / or Users of 
Environmental Resources：CTF/APP）は、環境規制を受ける活動を遂行する個人および法人に登録が義務

付けられている。 
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６. その他の関連情報 

６．１  違法伐採・取引対策に関する国際的枠組み／貿易協定 

EU が 2,003 年に策定した FLEGT 行動計画（「森林の施行・ガバナンス・貿易に関する

EU 行動計画（EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade: EU FLEGT）」は、

違法伐採および違法伐採行為が社会、経済、環境に与える被害を防止することを目的と

する取り組みである。VPA（Voluntary Partnership Agreement）と呼ばれる二国間協定

を EU と締結した生産国は、独立モニタリングと合法性確認制度（Timber Legality 

Assurance System: TLAS）に基づくライセンス制度のもと、輸出する木材が合法である

ことを担保する。ブラジルは、これまで FLEGT に関連したプロジェクトを実施したが
33、積極的に FLEGT プロセスには参加していない。この理由として、EU が重要なマー

ケットでないことが考えられる。さらには、ブラジルは FLEGT をアマゾン地域の管理

に関する他国の干渉として捉えていることが考えられる。このようなブラジルの

FLEGT に対する考えは、他のラテンアメリカ諸国にも影響し、中南米では FLEGT-VPA

プロセスに積極的に関心を示す国は、ホンジュラスとガイアナだけである。 

ブラジルにとって重要な違法伐採問題に関する輸入国側の制度として、米国の改正レイ

シー法（2008 年）が挙げられる。改正レイシー法に基づき、違法伐採に由来する木材、

木材製品の取引が禁止され、違法性が証明された場合米国の木材・木材製品の輸入事業

者は罰則が課せられることになっている。改正レイシー法では 、購入者が輸入木材の学

術名、量、値段、原産国を明らかにすることが義務付けられ、これは「レイシー申告

（Lacey Declaration）」と呼ばれる。 

ブラジルはアメリカへ多く製材品を輸出しており、輸出業者は、国内法制度の完全遵守

に努めなければならない。聞き取り調査によると34、米国に輸出する業者は FSC 認証制

度を活用するほか、米国の輸入業者の要望に応じて、当該木材製品の下となる伐採許可

証（AUTEXまたはAUTEF）や丸太の輸送証（DOFまたはGF1）を準備すると述べた。 

                                                            
33 FLEGT がブラジルに奨励したプロジェクトの一つは、リオデジャネイログリーン取引所（BVRio）によ

る責任ある木材交換（Responsible Timber Exchange）システムであった

（http://www.bvrio.org/static/madeira.html?/）。 
34 聞き取り調査：Triângulo Pisos e Painéis 社 Douglas Antônio Granemann 氏（2018 年 9 月 24 日ク

リチバ） 
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７ 聞き取り調査／現地調査 

2018 年 9 月 24 日から 10 月 1 日にかけてブラジルにおいて現地調査を実施した。本調

査の日時、面会者、面会者の役職、機関を表 14 にまとめる。 

 
表 15 聞き取り調査および現地調査の結果 

調査日時 面会者 組織 
9 月 24 日 13：
00 

森林技術士  A 社（植林地管理） 

9 月 25 日 8：
30 

常務取締役 B 社（天然林管理、加工） 

9 月 25 日 10：
30 

代表  ブラジル木材加工業協会

（ABIMCI） 
9 月 25 日 17：
30 

事務局長 
分析官 

FSC ブラジル 

9 月 26 日 10：
00 

COMEX コーディネーター  
環境アナリスト  

ブラジル環境・再生可能天

然資源院（IBAMA） 
9 月 27 日 10：
00 

森林プログラムコーディネー

ター  
世界自然保護基金（WWF）
ブラジル 

9 月 28 日 10：
00 

理事長、副理事長、顧問弁護

士 
マット・グロッソ州木材生

産・輸出産業センター

（CIPEM）  
9 月 28 日 14: 
00 

SEMA 局長 マット・グロッソ州環境局

（SEMA/MT） 
10 月 1 日 山林担当 C 社 （植林地管理、加工） 
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付属資料 

付属資料１ 農村環境登録証（CAR） 

農村環境登録証（CAR）は全国公共電子登録制度で、ブラジル国内の農村地域の私有地

すべてに義務付けられている。登録証には、土地所有者、登録番号ならびに土地の種類、

土地所有権が記載されている。登録証はブラジル森林局がインターネット上で発行する。 
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付属資料２ 森林伐採許可（AUTEX） 

森林伐採許可（AUTEX）は SEMA が発行し、年間事業計画（POA）示された伐採を許

可する文書である。伐採可能な樹種名と樹種ごとの伐採可能量を定め、有効期限が設け

られている。前述のとおり、AUTEX は、AUTEF を使用するパラ州とマトグロッソ以外

の州で使用される。 
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付属資料３ 森林伐採許可（AUTEF） 

森林伐採許可（AUTEF）はパラ州とマトグロッソ州の環境局（SEMAS）が発行する文

書で、当該年の年間生産単位（UPA）の伐採を許可し、樹種ごとの最大伐採可能量およ

び全体の伐採可能量を定めている。AUTEF の伐採許可には有効期限がある。他州では

AUTEX と呼ばれる伐採許可が使用される。AUTEF には、許可番号、発行日、森林技師

責任者名、当該森林の情報（所有者、場所、所有・森林管理計画・POAの面積）等が含

まれる。 
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付属資料４ 伐採届（Requerimento  de  Colheita  e  Comercialização  de  Florestas 

Plantadas） 

伐採届（Requerimento de Colheita e Comercialização de Florestas Plantadas）は植林

地の伐採に必要。当該州政府から許可を受けるとDCC（商業伐採証明）として使われる。 
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付属資料５ 森林原産証明書（DOF） 

森林原産証明書（DOF）は、丸太と木材製品の輸送に必要な文書である。DOF はパラ

州とマトグロッソ州以外のすべての州で使用されている。DOFには、事業者名、所在地、

輸送経路、許可番号、木材製品とその量が記載されている。 
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付属資料６ 丸太輸送許可証（GF1） 

木材製品輸送許可証（GF1）はパラ州およびマット・グロッソ州の SEMA が発行する。

販売者および購入者、樹種の学術名および属名、製品、量、価格、輸送経路といった基

本情報が記載されている。丸太輸送の際に発行される。 
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付属資料７ 木材製品輸送許可書（GF3） 

木材製品輸送許可証（GF3）はパラ州およびマトグロッソ州の SEMA が発行する。木材

製品の販売者および購入者、樹種の学術名および属名、製品、量、価格、輸送経路、輸

送手段といった基本情報が記載されている。また製品が輸出目的かどうかについても記

載される。木材加工製品の輸送管理を目的としている。 
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付属資料８ CITES 輸出許可証 

CITES 輸出許可証には、輸出者および輸入者、取引の目的、許可証の種類（輸入、輸出、

再輸出、その他）、輸送情報、木材種の伐採地、樹種の学術名および属名、量、製品

（量）、原産地、再輸出の場合の国情報、有効期限が記されている。IBAMAが発行する。 
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付属資料９ 木材加工場運営許可証 

製材業を行うには営業許可証の発給が必須である。処理番号、営業場所、事業者名およ

び住所、許可された活動、主な活動、有効期限といった情報が明記されている。各州の

SEMA が発行する。 
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付属資料１０ 原産地衛生検疫証明書（PCO） 

原産地衛生検疫証明書（PCO）は、製品の原産地、事業者情報、製造に関する情報、衛

生処理、証明書発行責任技術者の認定資格が明記されている。PCO はブラジル全州の

SEMA が発行する。 
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